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雨水流出抑制チェックリスト【 計画編 】 

 

港区雨水流出抑制施設指導要綱に基づく書類を作成する際には、「東京都雨水貯留・浸透

施設技術指針（平成 21 年２月）」「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針 -資料編-（平成 21

年２月）」「公共施設における一時貯留施設等の設置に係る技術指針（平成 28年３月）」によ

るほか、以下の事項に留意してください。 

 

１ 注意事項 

建築確認申請前には、本手続きが終了するようにしてください。書類の提出に当たって

は、あらかじめ事前協議が必要です。協議の上、書類を整えてからの提出となるので、早

めの相談をお願いします。 

提出前には、計画書、抑制施設計画図（裸地、緑地、透水性舗装）、雨水流出抑制施設

（計算書）、求積図（求積表、面積計算書）に不整合がないか、図面及び数量が一致してい

るかよく確認してください。 

 

２ 提出書類 

 

※浸透施設を設置する場合は、ボーリングデータを必ず提出してください。 

 

上記書類の必要なものを正・副合わせて２部ご用意下さい。 

Ａ４またはＡ３（Ｚ折）でフラットファイル等に綴じてお持ちください。 

 

３ 各資料の確認項目 

（１）雨水流出抑制施設計画書（表紙） 

 

法人の場合、申請者は「事業を行う法人の代表者名」になります。個人の場合は「施

主」になります。実務を担当する方の役職名では受け付けていません。  

□ １ 雨水流出抑制施設計画書（表紙） 

□ ２ 案内図 

□ ３ 抑制施設計画図、排水系統図（垂直・平面の排水経路がわかるもの） 

□ ４ 雨水流出抑制施設（計算書）（区指定の様式） 

□ ５ 構造図、浸透能力の算定資料 

□ ６ 求積図（敷地、裸地・植栽・透水性舗装等各浸透域、、貯留槽） 

□ ７ 【雨水貯留槽を設置する場合】貯留槽平面図（各寸法記入）、断面図（貯留水      

位記入） 

□ ８ 【雨水貯留槽を設置する場合】ポンプ・オリフィス放流量計算書 

□ ９ その他資料（ボーリングデータ等）※ 

□ 申請者は事業を行う法人の代表者名または施主となっているか。 
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（２）案内図 

 

 

（３）抑制施設計画図、排水系統図（【Ｐ６,７参考図】参照） 

 

□ 申請地を赤で着色しているか。地番、住所を記載しているか。 

□ 敷地内の土地利用別の分類（建物、植栽等）が適切になされ、色分けがされてい

るか。屋根・庇ラインを記載しているか。※１ 

□ 隣地境界線は赤色で表示しているか。 

□ 仮想敷地を設定した際は、施工する範囲、オーバーフロー管がつながる桝等をす

べて含んでいるか。 

□ 図面の縮尺が合っているか。※２ 

□ 凡例が記入されているか。凡例と図に使用した記号と一致しているか。 

□ 矢印や色等を用いて雨水の排水経路、表面雨水の経路がわかるように記載してい

るか。 

□ 敷地内に降った雨水は、雨水流出抑制施設を経由し、最終的に敷地外の下水道管

（仮想敷地時は仮想敷地外の汚水桝等）へつながっているか。 

□ 雨水の系統に汚水（空調設備のドレーン排水、ゴミ集積所の排水等）が流入しな

い計画となっているか。 

□ 浸透施設の数量及び型（ＰⅠ～Ⅶ等）が記入されているか。 

□ 浸透トレンチ及び浸透Ｕ字溝の数量（延長）は、ｍ単位で、小数第１位表記とな

っているか（小数第２位四捨五入）。また、延長の合計値を求める数式を記載し

ているか。 

□ 浸透桝と浸透トレンチとが重複する部分の能力を二重に計上していないか。※３ 

□ 敷地内に降った雨水が表面を流れて隣地に流出しないように、立ち上がり、内勾

配、側溝等による対策がとられているか。側溝は流出抑制施設に接続しているか。 

□ 浸透施設を設置できるスペースがあるにもかかわらず、貯留槽による抑制として

いないか。※４ 

□ 浸透施設は敷地境界や基礎等からの離隔（30cm以上）が確保されているか。また

浸透施設同士の離隔（1.5ｍ以上）が確保されているか。※５ 

□ 浸透施設に雨樋を接続する、排水経路の下流側に浸透施設を設置するなど、施設

が有効に機能しているか。 

□ 浸透施設に表面（路面等）を流れる雨水が流入する場合、ごみフィルター等が設

置されているか。 

□ 浸透施設のオーバーフロー管は設計水頭よりも高い位置に設置されているか。ま

た、トラップ桝が適切に設置されているか。※６ 

□ 浸透施設を隣地に高低差がある場所の直近に設置していないか。※７ 

□ 地下躯体が残存している場所に浸透施設の設置または浸透域を整備する場合、雨

水が浸透するよう対策がとられているか。※８ 

□ 地下水位との離隔（50cm以上）が確保されているか。※９ 
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※１ 土地利用の分類は計算書と合わせ、以下のとおりとします。 

①建物（屋根・コンクリート）…非浸透部分（「敷地面積」から「植栽、裸地等の浸透

能力を見込める面積」を控除したもの。） 

②裸地・グラウンド…土、砂利敷、ダスト舗装 

③植栽…高・中・低木や地被類 

④草地…雑草地等 

⑤その他…浸透域内の浸透施設控除分等（植栽内等に浸透トレンチ・浸透桝が設置さ

れている場合、砕石部分を含めた平面投影面積とする。） 

※屋根や庇等の構造物の下（平面投影面）に設置される裸地・植栽・透水性舗装部分

は、浸透能力を計上できませんので、非浸透としてください。 

 

※２ 区担当者が、図面上で寸法を確認しますので、スケールアップできるようにしてく

ださい。 

 

※３ 

        

 

トレンチ有効延長 Ｌ’＝Ｌ－２Ａ 

⇒浸透桝として能力を計上している部分はトレンチの能力を計上できませんので、 

トレンチ施工延長（Ｌ）から浸透桝との重複部分（Ａ）を控除してください。 

 

※４ 敷地と建物の間に浸透施設が設置可能なスペースがある場合は、できるだけ浸透施

設による抑制を計画してください。浸透施設で賄えない分については、貯留槽にて抑

制量を確保してください。 

□ 地下水位との離隔（50cm以上）が確保されているか。※９ 

□ 植栽範囲内に浸透施設を設置する場合、中高木の根鉢等が浸透施設に支障を及ぼ

すおそれが無いか。 

□ 垂直的・平面的な排水経路が分かる系統図を添付しているか。 

□ 各階（１階～ピット階）の平面図は、上下階の繋がりがわかるよう記載している

か。※10 

□ 雨樋等の放流・横引き箇所は、各階の平面図に記載しているか。 

□ 【雨水貯留槽を設置する場合】貯留槽からのポンプアップ経路、オーバーフロー

経路、流入遮断弁閉時のオーバーフロー経路が記載されているか。 

トレンチ有効延長Ｌ’ 

トレンチ施工延長Ｌ 

Ａ Ａ Ａ Ａ 
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※５ 

 

 

  

 

 

           

 

浸透施設の側面に 30cm 以上の空間を確保できない場合は、側面の浸透能力を見込

めないため、設置箇所を見直してください。敷地境界からも 30cm以上の空間を確保し

てください。 

また浸透施設同士は、相互干渉しないよう 1.5ｍ以上離して設置してください。 

 

 

※６ 

 

 
 

浸透施設の能力は、雨水を「浸透させる能力」と「貯留する能力」によって構成さ

れます。よって、浸透施設に雨水を貯めることができるよう、オーバーフローは設計

水頭よりも高い位置に設置してください。敷地内で高低差がある場合は、特に留意し

てください。（【Ｐ８参考図】参照） 

また、下水道管へつなぐ最終桝にはトラップを設けて臭気対策を行ってください。 

 

  

30㎝以上 

道路 

建物基礎 

構造物 

隣地 

道路 

建物基礎 

構造物 

隣地 

掘削 

深さ 

雨どい 

浸透 

桝 

浸透 

桝 浸透トレンチ 

浸透施設 宅地     道路 

トラップ 
下水本管へ 

宅地 

（最終） 

桝 

公設 

桝 

オーバーフロー 

（設計水頭よりも高い位置に設置） 

設計水頭 

30㎝以上 1.5ｍ以上 

浸透施設 
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※７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ：浸透施設の底面から地表面までの高さ 

Ｌ：法面からの離隔 

斜面角度θ 法面からの離隔Ｌ 

30°≦θ＜70° １ｍもしくは２ｈのいずれかの大きい方 

70°≦θ ２ｍもしくは２ｈのいずれかの大きい方 

※Ｈが２ｍ以下の場合は、法肩から１ｍ以上離す。 

 

※８ 地下躯体から 50cm 以上の離隔を確保し、担当者に別途確認を取ってください。そ

の際、地下水へ還元できるようにしてください。 

 

  

 

※９ 地下水位が高い場合 

  

海岸１～３丁目、芝浦１～４丁目、港南１～５丁目の各地域については、地下水位

が高いため、浸透施設の設置可否について、十分に検討してください。 

  

※10 各階平面図は、外構を含む１階～ピット階を作成してください。ただし計画によっ

ては、他階の平面図をご提出いただく場合もあります。 

50cm以上 

50cm 

以上 

植栽地 

地下躯体 

植栽地 

 

50cm以上 

Ｌ 

ｈ 

２ｈ以上 

θ=30°以上 

Ｈ≧２ｍ 

ｈ 

ただし、関東ローム層はθ=35°以上 

 

浸透施設設置禁止範囲 

50cm 

以上 

地下躯体 
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＜抑制施設計画図＞ 

※隣地境界にはフェンス基礎 

による立ち上がりあり 

0.3m 

 

0.5m 

 

参考図 
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＜各階平面図＞ 

（※1階～ピット階） 

＜雨水排水系統概略図＞ 

参考図 
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〇望ましくない施工例（※敷地内の高低差無し） 

 

〇望ましい施工例（※敷地内の高低差無し） 

 

 

〇望ましくない施工例（※敷地内の高低差あり） 

 

〇望ましい施工例（※敷地内の高低差あり） 

 

オーバーフロー
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参考図 

オーバーフロー管底が 

設計水頭より低い位置にある 

オーバーフロー管底が 

設計水頭より高い位置にある 

オーバーフロー管底が 

設計水頭より低い位置にある 

オーバーフロー管底が 

設計水頭より高い位置にある 
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（４）雨水流出抑制施設（計算書）（区指定の様式） 

様式・入力方法等は港区のホームページに掲載しています。 

 

※10 計算書の抑制対策量は敷地面積に応じて自動で入力されます。500ｍ2以上の敷地面

積であっても、流域分け等をして敷地面積の入力値が 500ｍ2未満となった際は、抑制

対策量が３ｍ3 と入力されてしまうので、６ｍ3 に修正してから計算をしてください。 

 

※11 植栽等の内部に設置されている浸透施設（砕石部分を含む）は、植栽地等の面積か

ら控除し、控除面積は「その他」に計上してください。 

 

※12 未記入で提出されることが多いので注意してください。 

 

（５）構造図、浸透能力の算定資料 

 

※13 標準構造以外の浸透施設を使用する場合は、浸透施設の単位能力計算書を提出して

ください。 

浸透能力の設計に用いる飽和透水係数 0.14（ｍ/hr）、影響係数 0.81 は、港区内全

域にどのような浸透施設を設置した場合も共通です。設計条件が技術指針と整合して

いるか確認してください。 

  

□ 100ｍ２あたりの抑制対策量は、敷地面積（流域面積ではなく敷地全体面積）が 500

ｍ２未満であれば３ｍ３、500ｍ２以上であれば６ｍ３となっているか。※10 

□ 植栽や裸地等の浸透域内に、浸透施設を設置する場合、浸透能力を二重計上して

いないか。※11 

□ 各雨水流出抑制施設について、型番・浸透能力を記入しているか。※12 

□ 【標準構造図に記載されている浸透施設を用いる場合】どの構造図を用いたか示

しているか。 

□ 【標準構造以外の浸透施設を用いる場合】構造図、浸透能力の算定根拠資料が技

術指針に準拠しているか。※13 

□ 透水シートを赤く表示しているか。 
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（６）求積図（敷地、裸地・植栽・透水性舗装等各浸透域、貯留槽） 

 
※14 敷地求積図については、三斜ではなく座標による求積でも可とします。 

 

（７）【雨水貯留槽を設置する場合】貯留槽平面図（各寸法記入）、断面図（計画貯水位記入） 

 

※15 貯留槽には、建物屋根に降った雨水だけでなく、路面等に降った雨水も導入し、抑

制をかけずに直接放流することがないようにしてください。 

 

※16 ポンプ等の排水能力を超えて、貯留槽の計画貯水位以上に雨水が貯留された際のオ

ーバーフロー対策を講じてください。（図の記載方法については【Ｐ11参考図】参照。） 

 

※17 貯留槽に導入した雨水は、できるだけ再利用するように計画してください。再利用

槽は雨水貯留槽とは別に設け、容量、再利用先を記載してください。 

□ 敷地求積図は建築確認申請の面積と相違がないか（仮想敷地を除く）。 

□ 流域を分けた場合は、流域ごとの面積がわかるようになっているか。 

□ 求積図は三斜による求積となっているか。求積図の１辺の長さが、cm単位の場合

は整数、ｍ単位の場合は下２桁の表記になっているか。※14 

□ 面積計算結果や合計欄は、小数第３位を四捨五入、小数第２位(○○.○○ｍ２)ま

でで表記しているか。 

□ 敷地内に降った雨水を貯留槽に導入するように計画されているか。※15 

□ 貯留した雨水は、ポンプまたはオリフィス等により流量を抑制した上で放流する

ように計画されているか。 

□ ポンプを設置する場合は２台設置し、計画貯水位以下では１台交互運転、非常水

位を超えた時は２台同時運転の設定としているか。 

□ 満水時の対策（非常ポンプ、流入遮断弁による遮断、オーバーフロー管）が取ら

れているか。また、ポンプＯＮ・ＯＦＦ水位、流入遮断弁開・閉水位、オーバー

フロー管底高さが適切に設定され、各水位が断面図に表記されているか。※16 

□ 計画貯水位の取り方は、ポンプ１台目ＯＮから、ポンプ２台目ＯＦＦ、オーバー

フロー管底、流入遮断弁開の水位のうち低いものまでとしているか。 

□ 貯留した雨水の再利用について検討したか。※17 

□ 雨水の流入経路、流出経路、オーバーフロー経路（流入遮断弁閉時含む）を色分

けして表記しているか（汚水経路は雨水経路と混同するので記載不要）。 
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※上記の制御方法は、あくまでも一例です。 

※図面には釜場深さ、各ポンプＯＮ・ＯＦＦ水位、流入遮断弁開・閉水位、オーバーフロー管底高さを記載してください。

〇ｍ 

オーバーフロー管 

ポンプ１台目 ＯＮ 
（交互運転開始） 

オーバーフロー管底 

〇ｍ 

〇ｍ 

流出管 

流入管 

ポンプ１台目 ＯＦＦ 

〇ｍ 

流入遮断弁  閉  

【計画貯水位】 

〇ｍ 

ポ

ン

プ 

ポ

ン

プ 

〇ｍ 

釜場深さ 

〇ｍ 

ポンプ２台目 ＯＦＦ 
（交互運転再開） 

ポンプ２台目 ＯＮ【非常水位】 
（２台同時運転開始） 

流入遮断弁  開  

〇ｍ 

〇ｍ 

参考図 
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（８）【雨水貯留槽を設置する場合】ポンプ・オリフィス放流量計算書 

 
※18 貯留槽に貯まった雨水を下水道管に排水する際には、オリフィスや排水ポン

プ（１台当たり）の設定を許容放流量 0.024（㎥/ｓ・ha）以下に調整してくだ

さい。放流量は、貯留対象面積（非浸透域）で計算してください。 

□ 計画貯水位以下において、オリフィスや排水ポンプ（１台当たり）の放流量が

許容放流量以下に抑えられているか。※18 

□ 排水ポンプの選定資料（カタログ等）を添付しているか。 


